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各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  御中 

附属学校を置く各国公立大学法人担当課 

 

 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

「通学路における合同点検の実施について（依頼）」に関する報告様式等について 

 

 標記については、「通学路における合同点検の実施について（依頼）」（令和３年７月９日付

け３教参学第８号文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長通知）に

おいて依頼したところですが、本依頼に基づく実施状況の報告については、時期及び内容に

ついて別途連絡することとしていました。 

この度、別紙のとおり報告要領を作成しましたので、各都道府県・指定都市教育委員会学

校安全主管課におかれては域内の市町村教育委員会に対し、この内容について周知し、回答

を取りまとめの上、報告要領に沿って御報告いただきますようお願いします。 

なお、市町村立小学校以外の公立学校、私立学校及び国公立大学附属学校については、ご

報告いただく必要はありませんが、各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の私立学校

に対し、附属学校を置く各国公立大学法人担当課におかれては管下の附属学校に対し、この

内容について周知くださるようお願いします。 

 

 

 

 

 

（本件担当） 

文部科学省 総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 

電話 03-5253-4111（内線 2695） 

E-mail：anzen@mext.go.jp 



（別 紙） 

通学路における合同点検等報告要領 

 

１． 報告内容と報告様式 

「通学路における合同点検の実施について（依頼）」（令和３年７月９日付け３教参学第８

号。以下、「点検通知」という。）に沿って、以下の内容について様式を用いて報告する。 

（１） 危険箇所数 

・市町村（特別区を含む。以下同じ。）立学校は、【様式１】により、リストアップ

した危険箇所等をまとめ、市町村教育委員会に報告する。 

・【様式１】のほか、校区の地図上に危険箇所を表示した地図を添付する。 

（２） 合同点検箇所数及び対策必要箇所数 

・市町村教育委員会及び指定都市教育委員会は、域内の学校から【様式１】による

報告を受け、【様式２】を活用し、危険箇所等を取りまとめる。 

・市町村教育委員会及び指定都市教育委員会は、平成２５年１２月６日「通学路の

交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」（文部科学省、

国土交通省、警察庁）に基づき、各市町村で構築している推進体制を活用し、学

校、ＰＴＡ、道路管理者及び地元警察署による合同点検の実施を調整する。合同

点検の後、学校、道路管理者及び地元警察署で協議の上、対策必要箇所として抽

出した結果を【様式２】に追記する。 

※その際、これまでも危険箇所の合同点検を実施していることを踏まえ、直近の合

同点検の調査結果等から、次の観点を踏まえた再確認ができる場合には、既に合

同点検を実施したものとして計上してかまわない。 

 【要請の観点】 

観点① 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上

がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所 

観点② 過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所 

観点③ 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所 

 

・市町村教育委員会は、合同点検の実施及び対策必要箇所に関する状況を記載した

【様式２】を、都道府県教育委員会に報告する。 

 

注）上記１．（１）及び１．（２）については、第一次報告の対象となる。その後

の更新箇所があった場合、第二次報告及び最終報告の報告時期に更新を反映し、

それぞれの期日までに文部科学省へ報告する。 

 

（３） 対策実施状況（対策実施担当、対策実施時期、対策内容） 

・都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会は、域内の市町村教育委員会又は学

校から【様式２】による報告を受け、【様式３】を活用し、域内の状況を取りまと



め、文部科学省に報告する。 

 

※上記１．（１）～１．（３）については、第二次報告の対象となる。その後の更

新箇所があれば、最終報告の報告時期に更新を反映し、期日までに文部科学省へ

報告する。 

 

２． 文部科学省への報告時期 

（１）第一次報告（合同点検の実施及び対策必要箇所の抽出の状況に関する報告） 

令和３年１０月１１日（月）中 

（２）第二次報告（合同点検を受けた対策必要箇所における対策状況に関する報告） 

令和３年１１月１０日（水）中 

（３）最終報告 

令和４年１月１４日（金）中 

※地域の実情等により、上記時点での合同点検等の報告が困難である地域があった場合で

あっても、上記２．（１）及び（２）の時点で取りまとめられている情報を都道府県・指

定都市教育委員会から文部科学省に報告する。 

 

３．報告様式提出の流れ 

（１）小学校（指定都市以外の市町村立） 

学 校  通学路の危険箇所を抽出 

↓○様式１ ※「市町村教育委員会へ」 

市町村教育委員会 ○様式２により、学校からの報告をまとめる。 

  ↓○様式２ ※「都道府県教育委員会へ」 

都道府県教育委員会 市町村教育委員会からの報告をとりまとめる。 

↓○様式３ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

（２）小学校（指定都市立） 

学 校  通学路の危険箇所を抽出 

↓○様式１ ※「指定都市教育委員会へ」 

指定都市教育委員会 ○様式２により、学校からの報告をまとめる。 

  ↓○様式３ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

４．提出方法 

電子メールにて、「E-mail：anzen@mext.go.jp」あてに、報告様式の電子データで送付する。 

電子メールの件名は、「（都道府県）通学路合同点検回答（第○次報告）」や「（都道府県）通

学路合同点検回答（最終報告）」とする。 



 

 

５．留意事項 

（１）別途、各道路管理者や各地元警察署から、国土交通省、警察庁に対策の実施報告がなさ

れることとなっていることから、別添参考資料１「危険・対策必要箇所数の数え方につい

て」、別添参考資料２「対策必要箇所内の各機関による対策・対策内容の考え方について」

を参照しながら、対策必要箇所数や対策実施担当に関する認識の齟齬が生じないよう、市

町村単位で関係機関と相互に確認を行い、整合性の確保に留意すること。 

（２）学校・教育委員会が実施する対策としては、通学路の変更、ボランティア等による見守

り活動、児童生徒等に対する安全教育等、可能なものから速やかに実施すること。 

 

 

 

 （本件問合せ先・報告様式提出先） 

文部科学省 総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 

電話 03-5253-4111（内線 2695） 

E-mail：anzen@mext.go.jp 



様式１　学校用

注意点 箇所

箇所

箇所

要請の観点

番号 危険箇所の位置・形状（交差点、○○前、路線等） 危険である理由 合同点検実施済 要請の観点以外である理由

1 ○○市○○町○番○号・●●交差点 車が速度を落とさず左折する。 ○

2 ○○市○○町○番○号・●●駐車場前 駐車場を左折するトラックに子供が巻き込まれそうになった。

3 ○○市○○町○番○号・●●路線（○○○○～○○○○間） 幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高い。

4 ○○市○○町○番○号・●●駐車場前 植物等が繁茂しており死角になっている。 これまで市町村への改善要請をしていない。

１　市町村教育委員会に提出する書類は、本表のほか、危険箇所の位置と番号を、校区の地図上に印をつけた地図を添付すること。
２　要請の観点（観点①～③）に該当しないものを「要請の観点以外」とする。
　　なお、要請の観点と要請の観点以外（これまでの観点）が競合した場合は、「要請の観点」に○をする。

観点①見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

観点②過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所

観点③保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

うち、要請の観点

うち、要請の観点以外

市町村名

学校名

担当者名・電話番号

危険箇所数

通学路における合同点検状況（記載例）

要請の観点以外

○

要請の観点

○

○

○

位置は所在地
形状は「●●交差点」、「●●駐車場前」「●●路線」等とし、後
に道路管理者や警察が確認できるよう記載

要請の観点及び要請の観点以外のもので
も危険である理由を具体的に記載

要請の観点、要請以外の観点で既に
合同点検を実施していれば○



様式２　市町村教育委員会・指定都市教育委員会用

市町村名

係・担当者

電話番号

↓いずれかに○を付ける 要請の観点

令和３年９月３０日時点報告分 観点①見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

令和３年１０月３１日時点報告分 観点②過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所

令和３年１２月３１日時点報告分 観点③保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

全小学校数 校

うち、報告小学校数 校

危険箇所数 箇所 箇所 箇所 箇所 →

うち、要請の観点 箇所 うち、合同点検実施箇所数 箇所 箇所

うち、要請の観点以外 箇所 うち、合同点検未実施箇所数 箇所 箇所

番号
要請の
観点

要請の
観点以
外

今回新た
に点検を
実施

対策必要
箇所の抽
出

対策必要箇所の抽出に
○が付かない理由

学校・教
育委員会

道路管理
者

警察 対策済
本年度中
に実施

来年度以
降実施

通学路の変更
ボランティ
ア等による
見守り活動

安全教育

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

その他

道路管理者による対策箇所数

警察による対策箇所数

対策必要箇所数
学校・教育委員会による対策実施
箇所数における対策内容

通学路の変更

通学路における合同点検状況(記載例)

学校・教育委員会による対策箇所数

ボランティア等の見守り活動

安全教育

合同点検箇所数

学校・教育委員会の対策実施時期

その他

学校・教育委員会の対策内容対策実施担当

駐車場を左折するトラックに子供が巻き込まれそうになった。

小学校名及び通し番号

Ａ小学校１

Ａ小学校２

○

合同点検の有無

実施しない場合、
その理由

対策必要箇所危険箇所

危険箇所の位置・形状

○○市○○町○番○号・●●前交差点

○○市○○町○番○号・●●駐車場前

理由

現地確認せずとも３者で危険を承知している

車が速度を落とさず左折する。

既に点検を
実施

幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高い。

植物等が繁茂しており死角になっている。

Ａ小学校３

Ａ小学校４

Ｂ小学校１

○○市○○町○番○号・●●路線（○○○○～○○○○間）

○○市○○町○番○号・●●駐車場前

直近の合同点検において要請の観点
を含めたもので実施していれば○

位置は所在地、形状は「交差点」「路線」等とし、後
に道路管理者や警察が確認できるよう記載

要請の観点及び要請の観点以外のも
のでも危険である理由を具体的に記
載

小学校から報告された通し番号
と同じ番号にする。

１つの対策必要箇所に対し、対策実施担当が複数の場合はそれぞれ○

既に点検を実施、今回新たに点検を
実施したものを足した合計

１つの対策必要箇所に学校・教育委員会の対策案が複数ある場合は、対策完了
（予定）時期が遅い方に○

対策必要箇所の抽出で○をした数 対策実施担当で○をした数



様式３　都道府県・指定都市教育委員会用

全小学校数 校

うち報告小学校数 校

全教育委員会数

うち報告教育委員会数

要請の観点

危険箇所数 箇所 観点①見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

うち、要請の観点 箇所 観点②過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所

うち、要請の観点以外 箇所 観点③保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

合同点検箇所

実施箇所数 箇所 未実施箇所数 箇所

うち、要請の観点 箇所 うち、要請の観点 箇所

うち、要請の観点以外 箇所 うち、要請の観点以外 箇所

箇所
対策実施担当及び
対策箇所数

箇所

対策済 箇所

本年度中に実施 箇所

来年度以降実施 箇所

対策済 箇所

本年度中に実施 箇所

来年度以降実施 箇所

対策済 箇所

本年度中に実施 箇所

来年度以降実施 箇所

対策実施担当別対策箇所数

通学路における合同点検状況

箇所

学校・教育委員会 箇所

国土交通省 箇所

警察 箇所

箇所 国土交通省

箇所学校・教育委員会

箇所

警察 箇所

令和３年１０月３１日時点報告分

令和３年１２月３１日時点報告分

危険箇所

うち、
要請の観点以外

対策必要箇所数

対策必要箇所

うち、
要請の観点

都道府県名

係・担当者

電話番号

↓いずれかに○をつけること。

令和３年９月３０日時点報告分

対策実施時期

その他

ボランティア等による
見守り活動

安全教育

内訳
通学路の変更

警察 箇所

学校・
教育委員会

箇所

国土交通省 箇所

箇所

ボランティア等による
見守り活動

箇所

対策済

通学路の変更

ボランティア等による
見守り活動

安全教育

本年度中に実施

その他 箇所

来年度以降実施

箇所

箇所

その他 箇所

箇所

安全教育

通学路の変更

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所



危険・対策必要箇所数の数え方について

対策必要箇所
うち対策済み

対策必要箇所（全体数） 10

【内訳】
①(㋐)、②(㋑)、③(㋒・㋓・㋔・㋕)、④(㋖)、
⑤(㋗・㋘)、⑥(㋙・㋚)、⑦(㋛)、
⑧(㋜・㋝・㋞)、⑨(㋟)、⑩(㋠)

6※1
【内訳】
①(㋐)、④(㋖)、⑤(㋗・㋘) 、⑦(㋛)、
⑧(㋜・㋝・㋞)、⑨(㋟)

うち教育委員会・学校による対策 6
【内訳】
②(㋑)、③(㋒)、④(㋖)、⑧(㋜)、⑨(㋟)、
⑩(㋠)

4※2 【内訳】
③(㋒)、④(㋖)、⑧(㋜)、⑨(㋟)

うち道路管理者による対策 4 【内訳】
①(㋐)、③(㋓・㋔)、⑤(㋘)、⑧(㋞) 3※2 【内訳】

①(㋐)、⑤(㋘)、⑧(㋞)

うち警察による対策 5 【内訳】
③(㋕)、⑤(㋗)、⑥(㋙・㋚)、⑦(㋛)、⑧(㋝) 3※2 【内訳】

⑤(㋗)、⑦(㋛)、⑧(㋝)

教育委員会・学校

道路管理者

警察

対策必要箇所

凡例

P

P

参考資料１

文

㋑対策予定
（ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ）㋐対策済み

（歩道設置）
㋒対策済み
（ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ）

㋕対策予定
（一時停止規制）

㋔対策予定
（交差点改良）

㋝対策済み
（速度規制）

㋜対策済み
（通学路変更）

㋗対策済み
（速度規制）

㋙対策予定
（標識更改）

㋚対策済み
（取締り）

㋘対策済み
（ｶﾗｰ舗装）

㋖対策済み
（ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ）

㋛対策済み
（横断歩道設置）

㋞対策済み
（防護柵）
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㋓対策予定
（草刈り）

～危険・対策必要箇所数の数え方～

基本方針：交差点（地点）、又は路線単位で数える。

１．一つの箇所について、一機関が一つの対策を実施【左図⑦】
危険･対策必要箇所は、「全体数」・「機関別の内訳」ともに一箇所で計上。
対策内容（メニュー）も「１」で計上。

２．一つの箇所について、複数機関がそれぞれ対策を実施【左図③、⑧】
危険･対策必要箇所（交差点）は、「全体数」・「機関別の内訳」ともに一箇所で
計上。
対策内容（メニュー）はそれぞれの機関が「１」（または「２」）で計上。

３．一つの箇所について、同一の機関が複数の対策を実施する場合【左図⑥】
危険･対策必要箇所は、「全体数」・「機関別の内訳」ともに一箇所で計上。
対策内容（メニュー）は「２」で計上。

４．近接する二つの箇所（「交差点（地点）と「路線単位」）について、複数又は同
一の機関が「交差点（地点）」の対策と「路線単位」の対策を実施【左図①と②
、④と⑤、⑨と⑩】
危険・対策必要箇所は、「全体数」・「機関別の内訳」ともに二箇所で計上。
対策内容（メニュー）はそれぞれの機関が「１」（または「２」）箇所で計上。

㋠対策予定
（通学路変更）

⑩

㋟対策済み
（ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ）
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※１ 一つの対策必要箇所に複数の機関による対策が存在する場合は、全ての対策が完了した時点で対策実施済みとする。
※2 機関別の内訳については、各機関による対策（複数の対策内容が存在する場合は全て）が完了した時点で対策実施済みとする。



対策必要箇所内の各機関による対策・対策内容の考え方について

『対策必要箇所』

教育委員会・学校による対策

道路管理者による対策

警察による対策

対策内容１：ハンプの設置（本格対策1）

対策内容2：車止めの設置（本格対策2）

対策内容3：交差点のカラー舗装化（本格対策3）

対策内容1：取締り

草刈り（当面の対策1 ）
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対策内容１：ボランティア等による見守り活動

対策内容2：標識更改

対策内容2：安全教育

教育委員会・学校による対策

道路管理者による対策

警察による対策

対策必要箇所

教育委員会・学校による対策内容

道路管理者による対策内容

警察による対策内容

凡例
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【例】一つの対策必要箇所（交差点）で各機関による対策が重複している場合

外側線の高度化（当面の対策3 ）
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